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広報あぐい　２０１０年１１月１日号

Information

お知らせ  
InformationInformation

　

十
一
月
十
五
日（
月
）〜
十
九
日（
金
）

　

午
前
八
時
半
〜
午
後
七
時

　

十
一
月
二
十
日（
土
）・
二
十
一
日（
日
）

午
前
十
時
〜
午
後
五
時

□
電
話
番
号　

０
５
７
０（
０
７
０
）８
１

０
□
問
い
合
わ
せ
先　

名
古
屋
法
務
局
人
権

擁
護
部　

�
０
５
２（
９
５
２
）８
１
１

１
（
内
１
４
７
０
）

�□
日　

時　

十
二
月
七
日
〜
平
成
二
十
三

年
三
月
九
日
（
毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日

の
二
日
〜
三
日
、
午
前
九
時
〜
午
後
五

時
）

□
場　

所　
（
株
）ア
バ
ン
セ
ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
金
山
校
（
名
古
屋
市
熱
田
区
金

山
町
１
‐
５
‐
２
）

□
内　

容　

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
・
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
基
礎
、
実
践
ま
で

□
対　

象　

障
害
者
手
帳
所
持
者（
身
体
・

精
神
障
害
者
）

□
定　

員　

十
五
人
（
面
接
で
選
考
）

□
受
講
料　

無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
は
別
途

必
要
）

□
申
込
期
限　

十
一
月
十
五
日（
月
）

□
問
い
合
わ
せ
先　

愛
知
障
害
者
職
業
能

力
開
発
校　

�
０
５
３
３（
９
３
）２
１

０
２

�
　

成
年
後
見
制
度
の
普
及
、
啓
発
の
た
め
、

「
成
年
後
見
落
語
」
を
開
催
し
ま
す
。
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□
日　

時　

十
一
月
二
十
日（
土
）　

午
後

一
時
半
〜
午
後
三
時
半
（
午
後
一
時
開

場
）

□
場　

所　

美
浜
町
総
合
体
育
館
（
美
浜

町
大
字
北
方
字
十
二
谷
１
―
２
）

□
内　

容　

桂
ひ
な
太
郎
氏
の
落
語
、
知

多
半
島
に
お
け
る
成
年
後
見
の
現
状
、

　

知
多
地
域
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
紹
介

□
定　

員　

三
百
人

□
入
場
料　

無
料

□
問
い
合
わ
せ
先　

知
多
地
域
成
年
後
見

セ
ン
タ
ー
半
田
後
見
事
務
所　

�（
２

１
）０
８
１
１
、知
多
後
見
事
務
所　

�

０
５
６
２（
３
９
）２
６
６
３

�
　

愛
知
県
で
は
、
毎
月
十
九
日
を
「
子
育

て
応
援
の
日
（
は
ぐ
み
ん
デ
ー
）」
と
定
め
、

社
会
全
体
で
子
育
て
を
応
援
す
る
機
運
を

高
め
る
た
め
の
県
民
運
動
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

　

七
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
「
第
三
回
愛

知
県
少
子
化
対
策
推
進
会
議
」
で
、
毎
年

十
一
月
を
（
子
育
て
応
援
の
日
（
は
ぐ
み

ん
デ
ー
）
普
及
推
進
強
化
月
間
」
と
定
め
、

本
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま

し
た
。

　

今
年
度
は
次
の
と
お
り
、「
あ
い
ち
は
ぐ

み
ん
フ
ェ
ス
タ
」
の
開
催
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
事
業
を
実
施
し
て
、
社
会
全
体
で
子

育
て
を
応
援
す
る
機
運
を
高
め
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

「
あ
い
ち
は
ぐ
み
ん
フ
ェ
ス
タ
」
を
開
催
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元
祖
イ
ク
メ
ン
芸
能
人
パ
パ
イ
ヤ
鈴
木

さ
ん
や
、
う
た
の
お
兄
さ
ん
恵
畑
ゆ
う
さ

ん
の
楽
し
い
ス
テ
ー
ジ
シ
ョ
ー
や
、
今
回

新
た
に
作
成
す
る
「
は
ぐ
み
ん
の
歌
」
や

「
は
ぐ
み
ん
の
着
ぐ
る
み
」
披
露
な
ど
を

行
い
ま
す
。

□
日　

時　

十
一
月
十
三
日（
土
）　

午
前

十
時
半
〜
午
後
四
時

□
場　

所　

マ
ツ
ザ
カ
ヤ
ホ
ー
ル
（
松
坂

屋
名
古
屋
店
南
館
八
階
）

□
主　

催　

愛
知
県
少
子
化
対
策
推
進
会

議
構
成
団
体

□
そ
の
他　

入
場
無
料

□
問
い
合
わ
せ
先　

愛
知
県
子
育
て
支
援

課
次
世
代
育
成
支
援
グ
ル
ー
プ　

�
０

５
２
（
９
５
４
）
６
３
１
５

　

十
月
一
日
付
け
で
、
関
政
雄
さ
ん
が
法

務
大
臣
か
ら
人
権
擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
。
な
お
、
関
さ
ん
は
十
月
か
ら
愛

知
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
事
務
局
長
を

務
め
て
い
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
国
民
の
基
本
的
人

権
が
侵
犯
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

全
国
の
市
町
村
に
配
置
さ
れ
、
い
つ
で
も

皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
や
相
談
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

○
連
絡
先　

阿
久
比
町
大
字
草
木
字
東
郷

　
　

�（
４
８
）１
３
０
１

３６ �
�
�
�
�
�
�

�

��

�
�
�
�

�
　

名
古
屋
法
務
局
と
愛
知
県
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
で
は
、
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら

の
暴
力
、職
場
な
ど
で
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど

女
性
に
関
す
る
人
権
問
題
を
取
り
扱
う
相

談
電
話
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

十
一
月
十
五
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の

一
週
間
は
、
相
談
時
間
を
延
長
し
て
相
談

に
応
じ
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

□
日　

時　
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家屋を建てた場合の土地の固定資産税
Ｑ　数年前に購入した土地に今年住宅を新築しました。固定
資産税はどうなりますか。
Ａ　住宅用に使われる宅地は、税負担を軽減するための課税
標準の特例措置があります。
　たとえば、２００平方メートルまでの宅地なら、専用住宅が
建つことによって固定資産税の課税標準額が価格の６分の１
となります。
　このことから、次年度から住宅が建っている土地の固定資
産税額は下がります。
□問い合わせ先　税務課固定資産税係
　�（４８）１１１１（内２１８・２３１）


